
（別添2）   

今後の保育制度の姿（案）  

（事務局の整理による考え方の比較表）  

※関係者の多様な考え方の中から典型的なものを事務局において整理したもの0   



1保育の必要性等の判断  

市場原理に基づく  

直接契約・バウチャー方式  

現行制度維持  
（「運用改善＋財源確保」案）  

新たな保育の仕組み  
（「サービス保障の強化等＋財源確保」案）  

○ 市町村が、就労家庭か専業主婦家庭か   
等の粗い確認の下に／iウ旦ヱニ塵重盗墓。   

○ 利用確保されにくい者には、△旦   

三上二重互±産土。   

◇ 保育所が保育の必要性・量について確  

（1）基本的仕組  市町村が、   

保育の姐皇二量   

優羞戯1遡直後呈趣皇王ども  

（母子家庭、虐待等）かどうか  

篭  

① 保育の必畳蛙二量  

②（需要が供給を上回る場合）剋且養望畳   

盟吸塵先度  

畳A先腹喜怨旦速星  を判麒。   

※ 保育の必要性・量について、受入先   

保育所の決定とは独立』三剋艶を実施。  

→ 客観的に必要性が判断された吉に   

対する胤処在脳出勤立主により、   

需要も明確化。  
※ 保育所に血諾，最遠⊥正当屋理由塵く   

担良三堤捌と、優先的に利用  

を二腫と上1三旦1艶。   

※ 受入先保音所が足りない場合は、   

屋島辺必要性二匙二池上乙⊥組立立た  

認する方法も考え  

【想定される課題】  

● 実際の保育の利用の可否・量・質等   

は、事業者の設定する価格の支払いの   
可否により決まるため、所得による階   
層化が避けがたい。  

● 優先的に利用確保されるべき子ども   

について、バウチャー額の上乗せでは、   
確実な利用確保が図られないおそれ。  

◆ 保育所が確認する方法の場合、確実  

【想定される課題】  

● 保育の必要性・量の判断が独立して   

なされないため、需要が明確にならな   

い。  
● 保育の実施義務の例外ともあいまっ   

て、十分なサービス量の拡充が進まな   

い。  

の優先畳△羞遥  確保されるべき   

【想定される課題】  

● これまで抑制されてきた潜在的な保   

育需要が顕在化するため、財源確保が  
の おそれ。  しく、財政膨張   な確認が難  

○ 宣うヱ旦宣長三屋庭を対象。   

（既存の財源を、就労家庭か専業主婦   

家庭か等の粗い区分により、均等にバウ  

子家庭  されるべき   （2）判断基準の   

設定  

○ 絵亜対象威風（短時間就労者、求職者等）、  

虐待事例等）の基杢助奏項地基準を設定。   

○ その上で⊥地域型変鳳址た基準塑設定左耳鹿仁（人口減少地域での子ども集団の保障   

きめ細かな判断基準等）  

チャー等で配分  

【想定される課題】  

● バウチャー額が不十分であれば、   
多額の自己負担を上乗せしなければ   

利用できず、女性の労働市場参加が   
十分進まない（いわば価格により需   

給調整が図られる）。  
● 一方、十分なバウチャーを支給す   

るためには、財源確保が必要。  

【想定される課題】  

● これまで抑制されてきた潜在的な保育需要が顕在化するため、財源確保が必要。  
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1保育の必要性等の判断（続き）  

現行制度稚持   新たな保育の仕組み   市場原理に基づく  

（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等十財源確保」案）   直接契約■バウチャー方式   

（3）判断基準の  ○ 就労を理由とするものについては、以下のとおり整理。  ○ 土±ェ塑重畳工象庭互塾象とする。   

内容   ・短睦鼠就監畳に対しても就労量に応じた必要量を判断。  （既存の財源を、就労家庭か専業主婦家  

・昼間の保育を基本としつつ、   日など時間帯にかかわらず必要量を判断。  
庭か等の粗い区分により、均等にバウ  

（給付対象範囲）  チャーで配分。）  
・基盤畳に対しても必要性を認める。  

○ 就労以外の事由（同居親族の介護、保護者め疾病・障害等、虐待事例等）についても保障。  
○ 昆星親族担査無量問わ笠必要性を認める。  

○ 室業主娃塞庭に対してもー定量の一時預かりを保障。  
【想定される課題】  

※ 優先的に利用確保すべき子ども（母子家庭、虐待事例等）に加え、需要が供給を上  ● バウチャー額が不十分であれば、  
回る地域における対象者間（例：フルタイム勤務者と短時間勤務者）の優先度の判断の  多額の自己負担を上乗せしなければ  

必要性の有無・方法等についてさらに検討。  利用できず、女性の労働市場参加が  
※ 短時間勤務者など星艶飽二盃、。】について、フルタイム利用と受け皿を別とす  十分進まない（いわば価格により需  

るかどうかは、基本的に個々の事業者の判断と考えられるが、新たな給付類型を設ける  絵調整が図られる）。  
かどうかさらに検討。  ● 一方、十分な額のバウチャーを支  

※ 専業主婦家庭など杢定期二二睦助剰員については、就労者など定期的利用とは、別  給しようとすれば、財源確保が必要。  

の受け皿とすることを基本とし、一時預かりとして保障。  

※ 保護者が非就労である障害児については、障害者施策との関係も含め、さらに検討。  

【想定される課題】  

● これまで抑制されてきた潜在的な保育需要が顕在化するため、財源確保が必要。  

○ 市町村が、就労家庭か専業主婦家庭か   
等の粗い確認の下にノ地二盈互速星。  

○ 皐1風量三上」主上＿應射上限邑』雛弧j、   
例え蛙過当た生之二劃区分程度モ乱数。  

○ 働き方の見直しが同時に進められるべ   
きであることを踏まえ、就労時間と通勤   
に要する時間を考慮し、さらに検討。  

※ 当該時間を超える利用（超過勤務等に   

伴う利用）に対する財政支援のあり方に   

ついてはさらに検討。  

（4）給付上限量  ○ 現在制度互選珪。  

（11時間の開所時問内における8時間の利用  

を基本。11時間の開所時問を超える利用  

（延長保育）については、実施の有無■保  

育料の設定ともに、各市町村又は保育所の  
判断による。）  

【想定される課題】  

● 上記と同様。  

【想定される課題】  

● 当該市町村又は保育所の設定する開所   
時間（例：7時～18時）に利用時間帯が合致す   

るか否かで、利用できる量や保育料が決   

まり、不公平な側面（早朝・夜間にまた  

【想定される課題】  

● 給付上限量を超える利用に一定の支援   

を行う場合、働き方の見直しに積極的な   
事業主の負担軽減捨置等も併せて検討。  

3   

がった利用者等  



1保育の必要性等の判断（続き）  

現行制度維持   新たな保育の仕組み  市場原理に基づく  

（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）  直接契約・バウチャー方式   

（5）優先的に利用  ○ 優先的に利用確保されるべき子ども（母子家庭・虐待事例等）については、市町村が    ○ 保育の必要性が高い子どもについては、   
確保されるべき  保育の必要性・量の判断と併せ、優先度を里1艶。  ∠i旦圭j墟を土星豊。  

子どものための  0保育所に、応諾量感（正当な理由な〈  
仕組み  利用を拒んではならない）を課すととも  

に、優先的に利用確保されるべき子ども  
から、受入れを行う優先旦Å義盛を課す。  

【想定される課題】  【想定される課題】  

●優先的に利用確保されるべき子ども  

ついて、選択権が十分保障されない場合  にういて、確実な受入れが担保されず、  

があり得る。  遺択棲も保障されない。  
緊急的に生じ寧場合の受け皿の確保策に  

ついてさらに検討。  
∠ごミ≧   ●優先的に利用確保されるべき子どもに     【想定される課題】       ●優先的に利用確保されるべき子どもが  ●保護者の自発的な利用申込みが期待  

できないケースの解決が困難。  
○ 虐待事例など、倶謹呈の長屋組立利用座込鼻が遡産地については、昂哩  

亜地利月旦込皇¢凰真 により意思‡占を鹿屋するとともに、必星を場合蛙盟童  
養護施設蔓つの止昔を 。  

（こうした市町村としての公的関与の中で、■虐待事例等について、関係機関が連携する  
市町村の支援のネットワークに適切につないでいく仕組みが必要。）  

※ 低所得者、障害などを理由に、事業者の不適切な選別により、サービス利用ができな  
くなることがないよう、公正な選考を保障する仕組みについて、さらに検討。   
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」案） 世」 

○ 個人に二塵塵肺受給度   

量岨  
○ 現行制度維持（道風1壬⊆よる」製邑担実   

施量透通厘jiを通£た腹匝）   

○ 現行の1塩貴史豊艶義盈J」剋互例   
外盟塞（付近に保育所がない等やむを得   

ない場合は、その他適切な措置で足り   

る）については、よづ厳盈左運用を丘i   

よi正弘盤に見知後塵。  

※ 過去、市町村の事業で同化・定義した   

ものは、一般財源化される傾向  

○ 客観鮎必要應連ミ旦1艶一組」畳絵連   

星例外を＿1仕皇」   

○ 吏岨三保育の費用の給仕養老や、地域の   

提供基盤の整備計画等を通じた崖倶座軌整塩   

量佳や型娼1調整室担支援からなる実施量珪を   

課す。  

（1）利用保障の   

基本的仕組み  

【想定される課題】  

●／〈ウチャー額が不十分であれば、   
多額の自己負担を上乗せしなければ   

利用できず、女性の労働市場参加が   
十分進まない（いわば価格により需   

給調整が図られる）。  
● 一方、十分な額のバウチャーを支   

給しようとすれば、財源確保が必要。  

【想定される課題】  

● これまで抑制されてきた潜在的な保   

育需要が顕在化するため、財源確保が   

必要。  【想定される課題】  
● 市町村の判断に委ねる仕組みを維持   

する以上、より厳格な運用を求めても   

厳しい市町村財政の中、自ずと限界が   
ある。（長期にわたり、市町村の努力   
が続けられてきた結果として、待機児   
童の解消に至らない現状）  

○ 利用者が、一定額のバウチャーに自   

己負担を上乗せし、市中の事業者と直   
珪里軌〕【市場原理の直接契約】  

○ 走軋杜二丞低量」壷見放二隆景鹿の盟型   
園僅＿」針孔魁盟主仁迦去、剋見量が僅真顔   

と受給擾仁基づ一ぐ公的、契魁独」よ旦白   

金j＿凰係L⊥親王な三豊盟像L  

※ 利用者の保育所への申込み手続や、保育   
所の募集・選考等の円滑・公平な実施のた   

め、市町村の一定の関与や、第三者による   
コーディネート等の仕組みについてさらに   

検討。  

○ 五虹姓二私見塞」在駐杜二保養歴坦鼠  
」主監組凰佐があり、利尻名土僅竜虎坦屈  

（2）利用方式  

【現行制度維持】  

【想定される課題】  

● 利用者と保育所が協働して梯動的に   

より良い保育を目指していく関係にな   

りにくい（その都度、市町村の判断が   

必要となり、保育所側にとっても利用   

者の声に応えづらい。 ● 今後の需要動向が個別の保育所に伝  わりにくいなど、供給増が適切になさ  

【想定される課題】  

● 保育の必要性が高い子どもの利用が   

確保されないおそれ   

● 需要が供給を上回る地域において、   
利用者の申込みや、事業者の募集・選   
考における混乱が生じるおそれ  

れにくい  
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3 参入の仕組み  

市場原理に基づく  

直接契約・バウチャー方式  

新たな保育の仕組み  

（「サービス保障の強化等＋財源確保」案）  

現行制度維持  

（「運用改善＋財源確保」案）  

○ 幅広Å奉】1風量力選近した事業者のサー   

ビスにバウチャーの充当を可能とする。  

（市町村と保育所の間には 給付等に関   

する関係性なし） 【自由市場】  

○畳観腱を過た王室墓量lL、絵且対象と  

する仕組みとする。【客観的基準による指   

定制】  

（1）参入の基本的   

仕組み  

○ 将来の児童数減少等を勘案し、裁量蛙   
ある盟往型都道症盈の認可劇度量在置  
（往趨児童雌可彪）   

【現行制度維持】  

○ 施設整備費や運営費の国庫負担引上げ  
【想定される課題】  

● 保育の質が担保されず、子どもの   
良好な育成環境が保障できない。  

等で参入を期待  
【想定される課題】  

● これまで抑制されてきた保育需要が   

顕在化するため、財源確保が必要。  【想定される課題】  

● 必要な保育真の拡充が図られず、女   
性の労働市場参加が進まないことにより   

我が国の社会経済が縮小均衡に陥り、ひ   

いては社会保障全体の持続可能性にかか   

わる。  
● 税源委譲・地方分権の強い流れの中   

で、国庫負担割合の大幅な引き上げは非   
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3 参入の仕組み（続き）  

現行制度維持   新たな保育の仕組み   市場原理に基づく  

（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   直接契約・バウチャー方式   

（4）多様な提供主  ○ 突然の撤退等により子どもの保育の確保が困難となることがないような措置（公的関   ○ 競争（市場において選択されない事業   

体の参入や、量  与のあり方、事業者に対する監査のあり方等）について、さらに検討。  者の撤退）により、質の確保を図る。  

の抜本的拡充に  

際しての「質」  

の担保・指導監  ●市場を通じた淘汰には時間を必要と  

督  
し、悪質な事業者によるサービス提供を  【想定される課題】   受けた子どもの不利益は撤回が囲碁∩   
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4 最低基準、5 車用設定、6 給付方式  

○ 所得にかかわりなく一定の質の保育を保障するため、保育の   

負坦盤と重こ公定。【公定価格】  

5 費用設定  

【想定される課題】  

● 保育の利用の可否・量・質等は、   
支払い能力により決まるため、所得   

によるサ⊥ビスの階層化が避け難い  

● 需要が供給を上回る地域における   

価格の高騰が避けられず、価格によ   

り需給が調整される結果として、女   

性の労働市場参加が十分進まない。  

【想定される課題】  
● 付加的サービスについての価格設定等の取扱いについて、さらに検討。  

○ 市町村が利用者ヘバウチャーを支給   

（直珪撼助）。  

○ 利用者が、一定額のバウチャーに自己   
負担を上乗せし、市中の事業者に支払い  

○ 市町村が利用者に対する給付義務を負   

うが、実務上は五虹牡鹿塩喜成に史上三   
重払適塾監題）。■剋風量l剋上里偲   

設定互基本とし⊇⊇」安産戯運羞」主監慮。  

○ 保毒粗後腹は、塩亘放亜五i主上皇基   
本としつつ、表地塵あっ遭も廼堤   

責亜皇吐息とめ旦去簑をさらに検討。  

○ 現行制度を維持。  

（市町村が保育所に且単位で運営費を支払  
6 給付方法  

（補助方式）  
い、  

【想定される課題】  

● 上欄に同じ。  

● 保育料未納の場合に、子どもの保   
育が確保されない可能性。  
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現行制度維持  
（「運用改善＋財源確保」案）  

市場原理に基づく  

直接契約・バウチャー方式  

新たな保育の仕組み  
（「サービス保障の強化等＋財源確保」案）  

○ 幅広ム軋乳量が選起した事業者のサー  最低基準のあり  

方  

○ 地域」主よユ王子ども」三保塵皇地主と蛙金一⊇工蛙憂【ら一ず、最低限の   

水準を確保すべき。  当を可能とする  ビスにパウチヤ  

保育の質の具体  

的向上  

○ 子どもの最善の利益を保障し、子どもの健やかな育ちを支援するため、保育を直接受   
ける子どもの視点をいかに担保できるかという視点に立って、保育の質の維持・向上を   
図っていくことが必要。  

その上で、保育の質を考える上では、子どもとともに親が成長することの支援、子ど   
もと親が地域社会とのつながりを強める場としての機能、保護者と保育所がともに子ど   
ものことを考える環境、保護者の満足感等の視点も重要。  

○ 親支援の必要性、障害児の受け入れの増加、一人親家庭の増加等、家庭環境の変化等   
に伴って保育所に求められる役割や、専門性の高まり等に対応した僅呈但豊頃白土【逸見   
監畳L厘鼻±旦処遇L垂男性型盤保箋）について、財源確保と併せさらに検討。   

※ 保育の実施に責任を有する市町村が保育所の質の確保のために取り組むことや  
第三者評価も含めた各保育所の運営の検証・評価の取組を進めることなども重要。   

※ 保育の質の維持・向上のためには、行政による監査の徹底・強化、保育士と子ども  

との間の安定的関係の観点から離職率といった点を把握・点検できる仕組み、保育士   
の職場環境が変わる中実際の保育現場で実践できる保育士の育成・研修、保育士の  
特性と能力を最大限発揮するための職場のマネジメントなども重要。   

○ 施設長や保育士に対する亜塵塑制度出展陸地ヒや、実務経験と研修受講を通じて左   
テ、血Z剋蛙組垂（専門性ある保育士や、現場の保育士を指導助言する役割   
など）について、また、研修の受講を可能とするためにも配置基整姐直上について、   
財源確保と併せさらに検討。  

○ さらに、実務経験と研修受講を通じ旦亘ユZ乙ユ三上た畳¢配置に盟七三！も給仕に   
£吏二こ注値する等により、処遇塵羞を併せて進めていくことについて、財源確保と併せ   
さらに検討。   

※ 量の抜本的拡充を進めるに当たり必要な保育士の計画的養成につき、さらに検討。   
※ 研修の制度的保障の強化に当たっては、認可保育所のみならず、認可外保育施設ま  

で含め、地域内のすべての保育従事者に対して行うものとする方向で、さらに検討。  

良好な育成環境が保障できない。  

○ 遺垂（市場において選択されない事業  
者の撤退）により、質の確保を図る。  

【想定される課題】  

● 市場を通じた淘汰には時間を必要と   

し、悪質な事業者によるサービス提供を   

受けた子どもの不利益は撤回が困難。  

【想定される課題】  

● 財源確保と併せてさらに検討。  
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8 認可外保育施設の質の引上げ  

現行制度維持   新たな保育の仕組み   市場原理に基づく  

（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   直接契約・バウチャー方式   

認可外保育施設  ○認至・謂pを。、バウチャーを  

の質の引き上げ   充当可。  

により対応すべき。   もを含め、すべての子どもに健やかな育ち  
を保障する観点から、最低基5への到達長  
包止、二足水準以土担施設仁乱ヒ工L二墓  
親局遡塵過助産」謎数量崖ノ凰昼基準到達支  ●保育の質が担保されず、子どもの  

が′＼、。  良好な育成環境が保障できない。  

※ どの水準の施設まで経過的な最低基準到  
● 財政支援なしに指導強化のみで質   達支援の対象とするかはさらに検討。  

の引き上げを図るのは困難と考えら  
※無資格の従事者が業務に従事しながら資  

一亡＝＝＝㌻‾ニ≧－         【想定される課題】             れる【  

【想定される課題】  

櫓取得を図れる仕組みを含め、認可公僅展  
施設但後妻に、る修のあり方等をさ  
らに検討。  

※最低基準を満たす保育の量の拡充や、認  

可外保育施設の経過的な最低基準到達支援  

を行ってもなお、給付対象サービスのみで  
は需要を満たし得ない地域における利用者  

間の公平性の確保の方法亡っいては、さら  

一討 【想定される課題】 ●一定期間経過後も移行できない施設 をどうするかさらに検討n  

○ 認可外保育施設の質の確保・向上に向けて、都道府県の指導監督の強化とともに、  

市町村と連携した取組をさらに検討。   

○ 認旦⊥認可他室、バウチャーを  ○ 家庭的保育（保育ママ）事業に加え、新たな／馳聖を創設。（※必   
要な基準等については、さらに検言酢 

小規模サービス  
類型の創設  充当可  

【想定される課題】  

● 保育の質が担保されず、子どもの   
良好な育成環境が保障できない。  

バウチャーを  ○ 早朝・夜間帯の保育については、その特性を踏まえ、必要な基準等について、さらに  早朝・夜間保育  
充当可。   検討。  

【想定される課題】  

● 保育の質が担保されず、   

良好な育成環境が保障でき   

【想定される課題】  

● 財源確保と併せてさらに検討。  



9 地域の保育機能の維持・向上  

現行制度維持   新たな保育の仕組み   市場原理に基づく  

（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   直接契約・バウチャー方式   

小規模サービス  

類型の創設   り、人口減少地域における生活圏域での保育機能の維持を図る。（※必要な基準等につ  市場を通じてなされることに期待。  
いては、さらに検討。）  

【想定される課題】  【想定される課題】  

● 財源確保と併せてさらに検討。  ● 保育基盤が維持されないおそれ。   
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10 多様な保育サービス  

現行制度維持   新たな保育の仕組み   市場原理に基づく  

（「運用改善十財源確保」案）   （「サービス保障の強化等十財源確保」案）   直接契約・バウチャー方式   

休日保育   ○ 保育のサービス保障の基本的な仕組み  ○ 保育のサービス保障の基本的な仕組み   ○ 保育のサービス保障の基本的な仕組み   

夜間保育   
が以下のとおり。   が以下のとおり。   が以下のとおり。  

・現行制度を維持。（五吐出」主ょ壷塩喜   
里実施羞マ のノ‾を涌じた保塵）   二 

■ ただし、現行の「保育の実施義務」に   

で足りる）については、より厳格な、  

個人に足盤廻旦五里二旦受給連星  

をノ‾、よ‾、に。知′  ・星組飽上劫ミ里麒れ上老長、        受盤塵互軌公一を上捜皇（保育の給付義務）   
○曜日や時間帯を問わず、個人に必要な保  

○利用者が一定額のバウチャーに自己負  
○認可保育所の中での実施の要否を市町   

村の判断に委ねた上で、必要なかかり増  ※ 利用者が限られ、需要が分散しているこ   
担を上乗せし、市中の事業者と直接契約。  
実施保育所数は、市場に委ねられる。  

し経費を奨励的に補助する仕組み。実施   とにかんがみ、市町村による計画的な基盤  
保育所数は抑制可（認可に裁量性。また   整備の仕組みをさらに検討。  
補助対象も裁量的判断。）。  ※児童人口が少ない等により、市町村単位  

では需要がまとまらない地域における実施  

方法について、さらに検討。  
【憩定される課題】  

●バウチャーの額が不十分であれば、  
必要な基準等について、さらに検討。  

多額の自己負担を上乗せしなければ  

利用できず、女性の労働市場参加が  
十分進まない（いわば価格により需  

絵調整が図られる）。  

給するためには、財源確保が必要。  【想定される課題】  
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10 多様な保育サービス（続き）  

現行制度維持   新たな保育の仕組み   市場原理に基づく  

（「運用改善十財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   直接契約・バウチャー方式   

延長保育  ○ 基本的に休日・夜間保育と同じ。   ○基本的枠組みは休日・夜間保育と同じ。  

特定保育  
（就労量に応じ、保育の必要量が認められる  

ことに伴い、連続的にサービス保障がなさ  

れる。）  

○延長保育については、利用者ごとに、給  
付上限量（時間）を、例えば過当たリ2～  
3区分程度で判断。働き方の見直しが同時  
に進められるべきであることを踏まえ、就  
労時間と通勤に要する時間を考慮し、さら  
に検討。  

※当該晴間を超える利用（超過勤務等に伴  
う利用）に対する財政支援のあり方につい  

てはさらに検討。  

※延長保育利用者が少ない場合に、ファミ  

リサポートセンター等を含め、子どもにど  

のように最適な保育を提供していくか、さ  
らに検討。  

●給付上限量を超える利用に一定の支援  
を行う場合、働き方の見直しに積極的な  
事業主の負担軽減措置等も併せて検討。   【想定される課題】  

小規模なサービ  ○ 家庭的保育（保育ママ）事業に加え、新たな山塊擾僅亘旦二どき造型を創設。（※必   ○ 基本的に休日・夜間保育と同じ。   
ス類型の創設   要な基準等については、さらに検討。）   

病児，病後児  ○ 事業者参入に閲し、、旦 のない 真顔1  ○ 利用者が一定額のバウチャーに自己負   

保育  
を導入。   担を上乗せし、市中の事業者と直接契約。  

○ 実績を評価しつつ、安定的運営も配慮し   実施保育所数は、市場に委ねられる。  
た給付設定をさらに検討。   ∠三′ゝ  

※働き方の見直しを同時に進めてい〈必要。  
※子どもの健康・安全が確保される水準の  

保障とともに、利用しやすい多様なサービ  
スの量の拡充に向けた仕組みをさらに検討。   多額の自己負担を上乗せしなければ  

【想定される課題】   十分進まない（いわば価格により雫  

これまで抑制されてきた潜在的な保  絵詞整が図られる）。  

育需要が顕在化するため、財源確保が  
一三：「＞－   



11情報公表一評価の仕組み  
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